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Ⅰ　は じ め に

日本では，1990 年代頃から，ワーキング・プ
アへの着目等を通じ，非正規雇用等の不安定就
労者への生計の保障 1）に関する制度の不十分さ
が認識されるようになった。同時に，いわゆる

正社員の長時間労働や転勤といった拘束度の高い
働き方にも問題意識が持たれ，労働市場における
正規・非正規雇用の二極化が問題として指摘され
るようになった。このような制度のあり方には社
会保障と労働関係の双方に関わる構造的な背景が
あったこと，すなわち，これら制度が特定の雇用
や家族のあり方を前提としていたことは，多く
指摘されている 2）。正規雇用の労働者に対しては
年功賃金や長期雇用慣行の存在によって雇用され
ている限り家族も含めた生計が保障されると捉え
られ，こうした仕組みの外側にいる非正規雇用の
労働者は家計補助的な就労が中心であるため格差
は大きく問題とならず，また正規雇用の労働者の

本稿は，生計の保障について，社会保障制度の所得保障と労働条件規制の相互関係に着目
し，法政策のあり方を検討するものである。イギリスとドイツの制度改革の動向を扱った
上で，日本との比較検討を通じ，今後の方向性を展望する。イギリスでは，就労者の貧困
に関し在職給付の拡充が行われてきたが，近年は在職給付を削減し最低賃金を強化する方
向性が見られる。ドイツでは，就労促進のため行われた各種改革が低賃金労働につながる
と認識され，法定最低賃金制度の導入に至った。これらの過程では，低賃金を補う公的給
付は労働市場で低賃金労働への誘因としても働き，低賃金労働の拡大は社会保障制度の安
定性にも影響するという，社会保障制度と労働条件の相互影響が認識されている。また，
賃金引上げにより生計の保障を行おうとすると，世帯の中で就労可能な者の割合が少ない
ほど不利になるという限界も確認できる。日本でも今後，生活が困難であるような低賃金
の問題には，一般的な給付で補うよりも，家族扶養等のニーズへの対応は公的に行いつ
つ，賃金水準を引き上げていく努力が重要となる。就労の対価を軸に生計の保障を行うな
らば，社会保障制度のサポートを前提としつつ，労働市場で，多様な事情を抱える人の就
労の場を確保し，その対価を本人の生計を支えられる水準としていく必要がある。このた
めには幅広く社会全体の意識改革が必要で，これをどう実現するかが今後の課題となる。

【キーワード】海外労働情報，労働政策一般，社会保障制度・政策

社会保障制度の所得保障と労働条件規制
の関係の検討
─イギリスとドイツの近年の法政策の変遷を参考に

安部　愛子
（内閣府食品安全委員会事務局）

●研究ノート（投稿）



No. 716/Feb.-Mar. 2020 177

研究ノート　社会保障制度の所得保障と労働条件規制の関係の検討

拘束度の高い働き方をその配偶者（主に妻）が家
庭責任を担うことで支えていた，というのがその
あり方といえよう。そして，雇用や家族のあり
方が変化する中で，生計の保障に関わる制度に関
し，社会保障法と労働法が連携して対応する必要
性も，多く指摘されている 3）。近年では，最低賃
金引上げや社会保険の適用拡大等の一定の対応が
行われているが，生計の保障に関する制度のあり
方について，社会保障・労働政策にまたがる視点
からの全体的な整理はされないまま，目下の課題
にそれぞれ対応してきた側面が強いように思われ
る。

現実の社会生活では，社会保障給付が就労行動
や賃金水準に影響を与え，また賃金水準は社会保
障制度に影響を与える。社会保障法と労働法の伝
統的な役割分担の前提が崩れ，両者がともに取り
組むべき範囲が広がる中，今後は，こうした相互
影響を踏まえた検討が必要となる 4）。そこで本稿
は，就労者の貧困に問題意識が持たれ，社会保障
法と労働法の双方にわたる対応が行われた諸外国
の事例を参考に，社会保障制度の所得保障と労働
条件規制の関係についての検討を試みる。低賃金
労働の広がりやそれに対する一定の対応は日本含
め多くの国で確認できるが，その中でも特に，両
法にわたる改革が 1990 年代から 2000 年代に行わ
れ，その改革が労働市場や社会保障制度にもたら
した影響を顧みて，近年では過去の改革とは異な
り，最低賃金制度を強化する方向性での改革が実
施されている，イギリスとドイツに着目する。そ
の上で，日本の近年の動向と比較検討し，今後の
方向性を展望することとしたい。

Ⅱ　イ ギ リ ス

イギリスでは，戦後しばらくの社会保障制度体
系は在職者の貧困に対応していなかったが，1970
年代以降，在職給付（in-work benefit）5）の形で，
就労収入の低さを補う給付が，社会保障制度と税
制を行き来しつつ存続している。在職給付は，貧
困への対応に加えて就労促進の手段としても拡充
されてきたが，近年では，同じ就労促進を目的に
掲げつつ，受給要件を厳しくして，給付からの独

立を求める方向性がみられる。近年の動きから
は，生計の保障に関する政策手段の軸足が，在職
給付から最低賃金制度へ変化しているとも分析で
きる。最低賃金制度が注目されている状況は近年
の日本とも重なるが，イギリスでは低所得を補う
給付が以前から存在し，現在も一定の役割を担っ
ている点は，日本との比較において留意すべきで
あろう。以下，具体的な動きを見ていく。

1　賃金補塡的な在職給付の創設と拡大

（1）ブレア労働党政権以前の取組
イギリス社会保障制度体系を構築した 1942 年

のベヴァリッジ報告は，老齢・失業など就労の中
断に対応する社会保険を社会保障制度の中核と
し，社会保障制度の前提として，児童手当の支給，
疾病の予防・治療やリハビリ，雇用維持の 3 つの
必要性を指摘している 6）。生活に必要な収入は基
本的に就労していれば得られることが前提とさ
れ，戦後確立された社会保障制度ではフルタイム
で就労している場合は低所得であっても公的扶助
の対象とならなかった 7）。1960 年代以降，各種
調査によって，就労していても公的扶助の水準を
下回る収入の貧困世帯の存在が認識され，「貧困
の再発見」として社会問題になり，対応のあり方
が議論となった 8）。

1970 年代には，所得が税控除額（クレジット）
を下回る場合に給付を支給する負の所得税構想が
議論された 9）。1972 年に保守党政権下で，税の
徴収と低所得者への所得保障を一本化し，納税者
に付与されるクレジットが税負担額を超える場合
には給付を付与するタックス・クレジット制度
の導入に関する緑書が発表されたが 10），実務上
多大な負担が想定され，法制化されずにいるうち
に政権交代し，この時点では実現しなかった 11）。
この緑書の前年の 1971 年に，将来のタックス・
クレジット制度の導入を見据え，つなぎ措置とし
て開始されたのが，イギリスにおける初めての在
職給付である家族所得補足給付（Family Income 
Supplement：FIS）である 12）。FIS は，16 歳未満
の子どもがいて親が週 30 時間（ひとり親は 24 時
間）以上就労している世帯に対して，支給基準額
と所得の差額の2分の1を支給するものだったが，
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税や保険料で手取りが大幅に相殺されることもあ
り補足率は低く，その後 FIS に代わり 1988 年に
開始された家族クレジット（Family Credit：FC）
では，FIS に比べて純所得が増加するよう設計さ
れた 13）。こうして，就労していても所得が生活
に必要な水準に満たないという問題に対し，在職
給付で対応がされるようになった。これが後にブ
レア労働党政権において，給付付き税額控除 14）

として税制に衣替えし，要件緩和などでその対象
を広げ，低所得者に対する生計の保障の大きな一
角を占めるに至った。

ここで，制度が対応すべき状況が就労収入の低
さであれば，賃金を引き上げる方向での規制も考
え得るはずだが，実際には同時期に，それまで部
分的ながらも存在した最低賃金制度は縮小・廃
止の道をたどっている。イギリスにおける全産
業の労働者に適用される最低賃金制度は 1999 年
から開始される全国最低賃金（National Minimum 
Wage）制度が初めてのものだが，一部の低賃金
産業に限定した最低賃金制度は，1909 年産業委
員会法（Trade Boards Act 1909）に遡る 15）。産業
委員会は 1945 年に賃金審議会となり，1980 年代
以降の保守党政権下の規制緩和の流れの中で権限
が大幅に縮小され，1993 年に農業分野を除き廃
止された。廃止の理由について政府は，賃金審議
会による最低賃金の適用者の多くはパートタイム
で家計に追加的な収入を得る者であって所得再分
配に役立っていないこと，最低賃金を使用者に押
し付けることにより競争力を害し雇用を失うこと
等を説明した 16）。

働く低所得者に対し，最低賃金制度よりも，
FIS から給付付き税額控除につながる一連の賃金
補塡的な在職給付によって対応が行われたことに
ついては，負の所得税構想と，その背景にある市
場を重視する経済学的な議論の影響を指摘でき
る。給付付き税額控除は，一般的に，負の所得税
から引き継がれ，又はより穏当な形で導入された
ものと位置付けられているし 17），FIS の導入自体，
負の所得税の形をとるタックス・クレジット制度
創設までのつなぎ措置として開始された 18）。負
の所得税構想の主提唱者であるミルトン・フリー
ドマンは，貧困への対応策は「それだけを目的と

したプログラムを用意すべき」であるから，特定
の賃金層に属する人を救済する形をとる最低賃金
制度は失格であるし，また，市場機能を妨げる点
でも最低賃金法は落第としている 19）。最低賃金
制度は賃金額に着目するため，賃金額が低くても
他に生計維持の手段があり（世帯内に他の稼ぎ手
がいる等）貧困とはいえない層も対象とするため，
非効率とみられる。こうした指摘は，上述の賃金
審議会制度の廃止の際に説明された理由と共通す
る。このように，貧困への対応について，最低賃
金制度による労働市場における分配への介入は採
用せず，貧困と認められる場合に公的な給付で所
得を補う形を適切とする点は，実際にとられた政
策と符合し，市場を重視する経済学的な議論の当
時の政策への影響が確認できる 20）。

（2）ブレア労働党政権の取組
「福祉から就労へ（Welfare to Work）」を掲げ

1997 年に政権についたブレア労働党政権は，就
労促進のための政策として，若年失業者や長期失
業者，ひとり親等に対して個別の支援や職業訓練
の機会を提供するニューディール・プログラムを
進める一方で 21），就労の見返りを強化する観点
から，新しく，給付付き税額控除である就労家族
税額控除（Working Families’ Tax Credit: WFTC）
と全国最低賃金制度を創設した。

WFTC は税制の形をとる点で新しいが 22），制
度の具体的な構成はその前身の FC と多くの点
で共通し，そこからさらに寛大な設計となって
いる 23）。WFTC は，2002 年タックス・クレジッ
ト法（Tax Credits Act 2002）により，就労税額控
除（Working Tax Credit：WTC）と児童税額控除

（Child Tax Credit）に再編され，WTC によって対
象が子どものいない就労世帯にも拡大された 24）。

全国最低賃金制度は 1999 年に，労・使・有識者
委員からなる低賃金委員会（Low Pay Commission）
の勧告に基づき，経済や雇用への影響にも配慮し
た水準として，時給 3.6 ポンドで開始した 25）。当
時の政府はこの額について，WFTC や他の給付
と合わせれば，子供 2 人を育てる片働きの家庭に
とって効果的な賃金水準となる，として肯定して
おり 26），最低賃金のみでは生活にとって十分な
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水準でないことが理解できる。また政府は，それ
までの状況について，賃金の下支えがないために
使用者の公正な競争が害され，財政にとっても
FC だけで 1997 年時点で 20 億ポンドが低賃金を
支払う使用者の助成に使われている，とも指摘し
ている 27）。こうした説明からは，最低賃金制度
に在職給付の財政負担軽減という役割も担わせつ
つ，最低賃金制度で賃金の底上げを図りながらも
その水準は経済情勢への配慮から慎重に設定し，
在職給付で所得を補いながら就労促進を行おうと
する当時の政府の姿勢が理解できる 28）。

2　在職給付から最低賃金規制への軸足の変化

（1）ユニバーサル・クレジットの導入
2010 年に発足した保守党・自由民主党の連立

政権は，就労年齢層を対象に所得の補塡を行う各
制度を統合し，新たに「ユニバーサル・クレジッ
ト（Universal Credit）」を創設した 29）。制度設計
案を示した 2010 年の政府の白書は，過去 10 年で
就労年齢層への福祉予算が 45％上昇しながらも
就労年齢層の貧困率が上がっていること等を指
摘し，現行制度は人々を働くよりも福祉に依存す
る方向に向けているとした 30）。具体的な問題点
として，現行制度は給付付き税額控除や所得補
助（Income Support，就労困難な者を対象にした社
会保障給付），住宅手当（Housing Benefit，低所得
者を対象に自治体が実施）など異なる給付が複雑
に影響しあい，収入が増えるに従って給付が削減
される割合（削減率）が 96％にもなり，また，制
度の複雑さが利用者の理解を妨げ，就労意欲を下
げること等を指摘している 31）。加えて，給付付
き税額控除に週 16 時間等の就労時間要件がある
ために，受給者の就労時間が受給を得る最低限に
集中し，短時間労働に留まる障壁となっていると
も指摘している 32）。こうした問題意識から，新
制度では，就労年齢層を対象に所得を補塡する制
度のうち拠出制でない 6 つの制度（所得補助など
不就労者向けの 3 つの社会保障制度と，就労税額控
除，児童税額控除，住宅手当）を統合し，削減率を
65％に一本化し，就労時間要件はなくなることと
された 33）。

ユニバーサル・クレジットについて特筆される

のは，就労に関する活動を行うことを受給の条件
とする条件付け（conditionality）と，それに従わ
ない場合の制裁の強化である 34）。受給者の就労
能力や状況に応じて就労等が求められ 35），提示
された求人に応じない等の義務の不履行があった
場合には最大 3 年間の支給停止となる 36）。また，
この条件付けの仕組みは在職者にも適用され，よ
りよい収入に向けた取組み（現在の就労先での昇
給や就労時間の延長，副業の開始，よりよい条件の
就労先への転職）が求められる 37）。

（2）「全国生活賃金」の導入と給付引下げ
2015 年に成立した保守党単独政権は同年公表

した予算案で，税・社会保障制度の改革と「全国
生活賃金（National Living Wage：NLW）」と称す
る最低賃金の引上げを通じて，イギリスを「低い
賃金・高い税・高い社会保障給付の経済から，よ
り高い賃金・より低い税・より低い社会保障給付
の経済に転換する」との目標を述べた 38）。これ
までの政府の取組を「企業に対して税を引き下げ
た上で，より高い賃金を支払うよう要請するので
はなく，低賃金に対して給付付き税額控除で助成
をしてきた」と評価した上で，NLW と寛大な税
制で，人々がより多く稼ぎより多く手元に残すこ
とを可能にしながら，給付付き税額控除にかかる
支出を抑えることは，低賃金の根本原因に対する
適切な対処であり，これに対し，給付制度で低賃
金に助成することは問題への対症療法である，と
述べている 39）。

NLW は，2020 年までに平均収入の 60％に到
達することを目指すという予算案で示された方針
に従って，全国最低賃金制度の中で 25 歳以上に
高い額を適用するもの（2016 年 4 月施行）で 40），
生活費を考慮して決定されるものではない。それ
までの全国最低賃金の額は，低賃金委員会が雇用
に悪影響を与えないよう検討の上で決定してきた
のに対し，NLW はあらかじめ目標額が設定され
ている点で性格が異なるとされる 41）。2018 年 4
月からの適用額は，全国生活賃金が 7.83 ポンド，
全国最低賃金が 7.38 ポンドである 42）。

2015 年予算案は，NLW の導入で雇用減少が見
込まれることを認めつつその影響は大きくないも
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のとし，加えて，「イギリスにおける全国最低賃
金制度は雇用に大きな悪影響はなく，労働時間を
多少減少させる可能性があるのみというのが各種
調査結果のコンセンサスだ」という点を 2011 年
の低賃金委員会のレポートを引用する形で紹介し
ている 43）。2016 年の同委員会のレポートは，「政
府は雇用の減少についてこれまでより寛容な姿勢
で全国生活賃金制度の導入を決めた」としてお
り 44），最低賃金制度の雇用への影響については，
1999 年以来の全国最低賃金制度の経験も踏まえ
ながら，見方に変化が生じてきているといえよ
う。

税・社会保障制度の改革については，予算案で
は，政府の財政赤字削減目標のうち 120 億ポンド
を賄う方針の下 45），幅広い給付削減が提示され，
その多くは 2016 年福祉改革及び労働法（Welfare 
Reform and Work Act 2016）に盛り込まれた（2016
年 3 月成立）46）。具体的には，就労年齢層向けの
社会保障給付の上限額の引下げ 47），2017 年度か
ら 4 年間の就労年齢層向けの社会保障給付額の凍
結（物価に連動させない）48），児童税額控除とユニ
バーサル・クレジットの新規受給者の家族加算を
廃止し，子どもの加算を子ども 2 人までに制限す
る 49），といった様々な内容が含まれている。な
お，予算案の公表時点では，給付付き税額控除の
削減率を 41％から 48％に引き上げる等の厳格化
も盛り込まれ，福祉改革及び労働法とは別の規則
案 50）に盛り込まれ議会に提出されたものの，多
くの批判が集まり成立せず，後に財務大臣が撤回
している 51）。

この一連の改革による影響について，政府の予
算案では，最低賃金額で夫婦がフルタイムで働き
子どもが 2 人いる家庭では，2015 年度に比べて
2020 年度には手取りの収入が上回るとしていた 52）。
その一方で，独立系のシンクタンク（Institute of 
Fiscal Studies）の 2015 年の調査では，NLW によ
り収入が増加する者は，高収入の配偶者がいる場
合など，必ずしも給付を受給する低所得世帯に属
するとは限らないこと等から，NLW が給付削減
を相殺するとは限らないとしている 53）。2017 年
の同シンクタンクの調査では，改革前からの受給
者には経過措置があることや，その間のインフ

レ率が高くなかったことから，給付削減による影
響はその時点でそれほど大きくないが，将来的に
は，子どものいる世帯ほど収入減が大きくなると
している 54）。別の団体の調査は世帯構成別の影響
について分析し，2020 年度時点で，子どもが 2 人
以上いる夫婦世帯やひとり親世帯の収入減が，他
の世帯構成に比べ大きくなることを示している 55）。

（3 ）社会保障制度と就労行動・労働条件の相互
影響の認識

2010 年以降の各種改革は，就労インセンティ
ブ強化という姿勢は前の労働党政権から一貫して
いるものの，手法に変化がみられる。労働党政権
の取組は，給付付き税額控除と最低賃金制度を組
み合わせて就労の見返りを強化し，就労への参入
を促す方向性が中心であったのに対し，2010 年
以降の保守党等の取組は，制度の一元化・厳格化
を通じて受給者の就労を推し進めながら，就労収
入を最低賃金制度で底上げしようとしている。こ
うした姿勢は，労働党政権の前の保守党政権下
の，市場への介入の排除を重視し当時の最低賃金
制度を廃止した姿勢とも異なる。近年の取組から
は，在職者に対する生計の保障に関する政策の
軸足を，公的な給付から賃金に対する規制に移そ
うとする政府の意図が見える。これをどう理解す
るべきか。ここで，社会保障・税の給付と労働条
件・就労行動の相互影響の認識を，ポイントとし
て指摘したい。

この認識を各制度改革時に示された考え方から
整理すると，①低所得に対する在職給付が低賃金
労働への助成として機能し得て，また，②給付に
おける就労時間要件が短時間労働への誘因ともな
り，③こうして低賃金労働が広がると，財政支出
がさらに増加し，給付自体の持続可能性が問題と
なる，と理解できる。また，こうした動きの背景
として，財政制約と，市場への影響の考え方の変
化という要因も指摘できる。2000 年代までは在
職給付が順次拡大され支出も増大していったが，
世界的な金融危機後は財政赤字の削減が強く求め
られ，近年の給付削減の追求に至っている。給付
削減と最低賃金制度の強化で生計の保障のコスト
を使用者に転嫁し，財政負担を削減しようとし
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ているという見方は多く指摘されている 56）。市
場への影響については，かつては最低賃金が雇用
喪失につながる点が重視されていたが，近年では
個々の就労行動に給付が与える影響（給付の存在
や設計のあり方が低賃金労働への誘因として働く点）
に目を向けた改正が行われている。ここでは，市
場への影響といった場合の着眼点が，就労自立が
様々な側面から強く求められる中で，全体として
の雇用量の問題のみでなく，個々の就労条件の問
題にも及んでいるとみることができる。

このような動きの中で留意すべきは，在職給付
と最低賃金では対象者が異なりうる点である。最
低賃金は，対象者は必ずしも低所得世帯に属する
とは限らず，また，全国「生活」賃金と称して
も，世帯の生活費を考慮して決定されるものでは
ない。加えて，近年の改革では特に子どものいる
世帯への給付が削減されることもあり，上述のよ
うに子どもが多くいる世帯やひとり親世帯ほど収
入減が大きくなることが指摘されている。このよ
うに，賃金補塡的な給付を減らしつつ，個々の就
労収入を増やす方向で規制を強化すると，ひとり
親であったり，子どもや介護の必要な人がいるな
ど，世帯の中で就労可能な者の割合が少ないほど
不利に，逆に，そうした事情がなく世帯の中で就
労可能な者の割合が高いほど有利になる結果につ
ながることが分かる。2015 年予算案はイギリス
全体としての就業率を引き上げる目標を強調して
おり 57），共働きほど有利になる設計は政策目標
と合致する面があるかもしれない。しかし，ひと
り親や，育児や介護等で就労が制限される事情を
抱える世帯といった，本来社会的に支援されるべ
き対象ほど不利になりうるという形で，生計の保
障に関する政策の軸足を公的な給付から賃金への
規制に移す場合の限界も，ここで確認することが
できる。

Ⅲ　ド イ ツ

ドイツでも近年の動きとして法定最低賃金制度
の創設・強化があげられるが，それまでの制度の
不在の背景として，ドイツの場合は労働協約の存
在感をまず指摘すべきであろう。社会経済の変化

を受けて労働協約の影響力が低下する中，EU 拡
大による外国人労働者の流入も背景に，法定最低
賃金制度創設の方向へ進んでいったが，ここで
は，2000 年代の所得保障制度の改革からの流れ
に注目する。そこからは，就労促進の観点から行
われた所得保障制度等の改革が，低賃金労働の拡
大・固定化につながると認識されたことに加え，
中長期的な社会保障制度と労働条件の相互関係も
考慮した上で，法定最低賃金制度の導入が選択さ
れていることが確認できる。

1　ハルツ改革の労働市場への影響

（1）失業手当Ⅱの「上乗せ受給」とミニジョブ
ドイツでは 1980 年代から失業が増加し，90 年

代以降は東西ドイツ統一の影響等を背景に，低
成長・高失業・財政負担を抱え，「ヨーロッパの
病人（Sick Man of Europe）」と呼ばれる状況に
あった。2002 年に出されたハルツ委員会の報告
で，「自助努力を呼び起こし，かつ保障を約束す
る」ことを基本原則 58）として，幅広い内容を含
む労働市場改革案が提言され，立法により順次実
施された 59）。このいわゆるハルツ改革の中でも
特に大きな改革として，失業給付と社会扶助の再
編による「失業手当Ⅱ」の創設があげられる。そ
れ以前は失業に対する給付として，社会保険料に
よる拠出制の失業手当のほか税財源の失業扶助が
存在し，さらに，一般的な税財源の社会扶助が存
在した。改革により，拠出制の失業手当は失業手
当Ⅰとし，失業手当Ⅰの受給権がなく稼働能力が
あると認められた場合の所得保障を失業手当Ⅱに
一本化した上で，受給者に対して就労に向けた努
力を要請し，労働市場への統合を図る構成がとら
れた。

失業給付Ⅱの受給者が就労収入を得る場合は，
就労インセンティブの観点から収入の一定額が手
元に残るよう，収入のうち一定割合を給付から
の控除額から除外して，就労収入と給付の合計
額が，上限に至るまで増えていく形になってい 
る 60）。こうした制度設計は，就労収入に対して
失業手当Ⅱを上乗せ的に受給することを可能に
し，実際に，失業手当Ⅱの導入後にこうした「上
乗せ受給」の形態が広がり，ミニジョブ制度とも
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あいまって，低賃金労働の広がりとそれに対する
賃金補塡的な政策について，様々な議論を呼ぶこ
とになった。ミニジョブ制度は，月の報酬が 450
ユーロ（ハルツ改革当時は 400 ユーロ）を超えない
場合等の一定以下の収入の場合に，被用者の社会
保険料が免除又は減額される制度で 61），就労機
会の拡大に寄与するものとして，ハルツ改革によ
り従来の同様の制度よりも範囲を拡大して導入さ
れた。

失業手当Ⅱの受給者数は 2006 年以降継続的に
減少しているが，受給者全体に占める上乗せ受給
者の割合は 2007 年の 23％（受給者全体約 528 万人，
うち上乗せ受給者約 122 万人）から 2014 年の 29％

（受給者全体約 439 万人，うち上乗せ受給者 129 万人）
までに増えている 62）。上乗せ受給者については，
給付の存在があるために賃金が低く抑えられる傾
向があり，賃金稼得と給付の併存状態から，賃金
稼得のみの状態に移行する確率も低くなっている
と指摘されている 63）。この点について，税を財
源とする所得の上乗せは市場における競争条件の
平等を公然と歪曲するものであるが，ドイツ基本
法において生存のための最低限の保障が存在する
ため，扶助の必要性が存在する限り上乗せが保障
されるのだとの指摘もある 64）。

ハルツ改革以降，2005 年から 2012 年の間に失
業率は 11.3 ％から 5.5 ％に減り，一連の労働市場
改革は，柔軟な雇用の創出によって労働市場へ参
入しやすくしたことと，失業給付の厳格化により
個人の行動を変化させたことの，2 つの面から効
果があったと IAB（連邦雇用エージェンシー付属の
労働市場研究所）は整理している 65）。その一方で，
失業手当Ⅱの上乗せ給付の持つ補助金効果は労働
の価格を押し下げるとし，こうした「労働法と社
会法の相互作用は，非典型雇用形態に関して，何
重にも誤ったインセンティブをもたらしており，
それによって，標準的労働関係からの乖離が促進
され低い労働報酬が助長されている」との指摘も
なされている 66）。

（2）「コンビ賃金」をめぐる議論
コンビ賃金（Kombilohn）とは，低賃金労働市

場における雇用創出を念頭に，低賃金労働を受け

入れた労働者に対して，賃金の一部または社会保
険料負担分など何らかの公的な援助を実施し，
その補助の組み入れによって一定の生活を保障
する施策を指す67）。ハルツ改革によって導入さ
れた失業手当Ⅱやミニジョブがコンビ賃金的に機
能することが認識されるようになると，コンビ賃
金政策の導入をめぐる議論が高まり，2005年11月
のCDU/CSU（キリスト教民主／社会同盟）とSPD
（ドイツ社会民主党）の連立協定で，「労働賃金
と社会給付をバランスよく組み合わせることで単
純労働をやりがいあるものとすると同時に，単純
労働の雇用を新しく生み出すことのできる『コン
ビ賃金モデル』を導入することを検討する」68）

という記述が盛り込まれた。連立協定では，当時
のドイツにおいて「低賃金の仕事が─失業給
付Ⅱから，入職手当や児童手当に至るまで─ 
様々な形の賃金補助により促進されているが，各
制度が相互調整の不足により包括的な効果を生ん
でいない」ことを指摘しつつ，「賃金を良識の範
囲を越える水準まで落とすことは避けたいが，他
方，人々に低い所得でもより多くの雇用機会を提
供することも大事だ」とした。

この議論は連立与党間でも意見が分かれ，賃金
ダンピングを防止するために最低賃金制度の導入
を求める意見がある一方で，低賃金部門を低資格
者のための労働市場として維持しつつ所得の不足
分について国が上乗せ給付を行うコンビ賃金の導
入を求める主張があったとされる 69）。議論が続
く中で，2007 年に IAB が出した報告書等が，コ
ンビ賃金モデルは実施のための行政手続費用がか
かるわりにほとんど雇用効果がないと結論付け，
連邦労働社会省の同年の報告書 70）でも，もっぱ
ら若年層を労働市場に統合するためのモデルとし
て活用することが提案され，一般的な形でのコン
ビ賃金は導入されなかった 71）。その一方で，実
質的にコンビ賃金的に機能する，失業手当Ⅱの上
乗せ受給は現在でも可能であり，前述のとおり失
業手当Ⅱ受給者の全体数が減っている中でも，上
乗せ受給者の数は大きく変わっていないことには
留意が必要である。
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2　法定最低賃金制度の導入

（1）法定最低賃金制度導入の際の議論
ドイツでは，最低賃金法 72）により 2015 年 1 月

に全国一律の法定最低賃金制度が導入されるま
で，一般的な法定の最低賃金制度は存在しなかっ
た 73）。労働条件の設定については，伝統的に労
働協約の役割が大きく，この点は基本法第 9 条
第 3 項による協約自治の保障によって裏付けられ
ている。1990 年代以降，労働協約の影響力が低
下し，また協約の定める最低賃金自体に低水準の
ものが見られるようになり 74），法定最低賃金制
度の必要性が認識されるようになった。2000 年
代以降，EU 拡大による中東欧諸国からの労働者
の流入への対応の必要性もあり，立法による部分
的な対応が進められていった。例えば，国境を越
えてドイツ国内へ送り出される建設労働者に対し
てドイツ国内の労働協約の拡張適用を行う目的で
1996 年に制定された労働者送出し法 75）について，
要件緩和や対象範囲の拡大等の改正が順次行われ 
た 76）。こうした背景に加え，ハルツ改革による
失業手当Ⅱ受給者に対する就労義務の強化によ
り，低賃金であっても就労を受け入れなければな
らなくなり，際限なく賃金が引き下げられる懸念
が生じたことも，法定最低賃金制度が要求される
ようになった要因と指摘されている 77）。

2013 年 12 月に発足した CDU/CSU と SPD の
連立協定において，2015 年 1 月から時給 8.5 ユー
ロの法定最低賃金を立法により連邦全体で導入す
ることが盛り込まれた 78）。これを受け，最低賃
金法の制定を含む一括法である「協約自治強化
法」79）が 2014 年 8 月に成立し，ドイツ史上初め
て一般的な法定最低賃金制度が導入されることと
なった。法案の提案理由は，低賃金労働の広がり
や労働協約の影響力の低下等の背景を説明しつ
つ，最低賃金制度の不在は，失業手当Ⅱの上乗せ
受給によって社会保障制度にコストを負担させな
がら，企業が賃金切り下げを行う誘因となりうる
こと，また，社会保険料の収入減少や高齢期の所
得保障への悪影響にもつながることを述べてい 
る 80）。

最低賃金法では，2015 年 1 月以降時給 8.5 ユー

ロからスタートし，以後，労使団体等の委員から
なる最低賃金委員会の提案に基づき，連邦政府
の法規命令によって変更される旨定められてい 
る 81）。2018 年 6 月の最低賃金委員会の決議 82）に
沿って，2019 年 1 月に 9.19 ユーロに引き上げら
れており，2020 年 1 月には 9.35 ユーロに引き上
げられる予定である。

（2）導入後の評価
最低賃金導入に関しては雇用への悪影響が指摘

されていたが，実際に 2015 年に導入されて以降，
経済への悪影響は出ていないとされる 83）。最低
賃金制度の導入は経済情勢の好調な時期と重なっ
たこともあり，導入後も全体としての雇用は増加
している一方で，同時期に非典型雇用は減少して
おり，このことから，最低賃金制度の導入は，非
典型雇用から社会保険加入義務のある雇用への転
換につながったと評価されている 84）。2018 年の
最低賃金委員会の報告書は，この点について，特
にミニジョブが最低賃金導入後に約 10 万人減少
し，減少分のうち半分は社会保険加入義務のある
雇用に移行し，残り半分は労働市場から退出した
と分析している 85）。なお，同報告書では，賃金
額について，最低賃金制度の導入により低賃金部
門の労働者の時給は大幅に上がったとしつつ，月
単位の賃金額は大きく変わらず，この理由として
一部で労働時間の減少が起きていることも指摘し
ている 86）。

また，同報告書は最低賃金制度と社会保障制度
の関係にも言及している 87）。失業手当Ⅱの上乗
せ受給者数は，最低賃金制度の導入後，それまで
の減少幅に比べて若干減少幅が増えた。減少幅
がそこまで大きくなかった理由として，失業手当
Ⅱの受給者は，労働時間が短かったり，世帯にお
ける子どもなどの非就労者の数が多い場合がある
ためだとしている。そして，就労年齢層の失業手
当Ⅱの受給者数の減少は，最低賃金制度の導入以
降，単身世帯や子どものいない夫婦世帯の方が，
ひとり親や子どものいる夫婦世帯に比べて多く
なっているとした。最低賃金にはこのように限界
があるものの貧困のリスクを下げる効果を有する
とした上で，最低賃金と社会保障制度の関係につ
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いて，給付受給の動向や貧困リスクに対するこう
した直接的な効果に加え，賃金の伸びが年金の受
給額に影響するなど間接的な影響も有することを
指摘している。

（3 ）社会保障制度と労働条件・就労行動の相互
影響の認識

大量失業への対応を主眼としたハルツ改革は，
失業率の改善という点で効果を上げた一方で，就
労促進を目的とした所得保障制度等の改革が，低
賃金労働を拡大・固定化するインセンティブとも
なっていると認識され，労働協約の影響力の低下
等の労働市場の環境変化も背景に，法定最低賃金
制度の導入へとつながった。この過程で認識され
た社会保障制度と労働条件・就労行動の相互影響
を，イギリスと同様に整理すると，①失業手当Ⅱ
において，就労義務を強化しながら低賃金への上
乗せ給付を行うことが低賃金労働への助成として
機能し得て，また，②ミニジョブ制度で収入が一
定以下の場合に社会保険料免除を行うことが低賃
金・短時間労働への誘因ともなり，③こうして低
賃金労働が広がると，現在及び将来の社会保障制
度の持続可能性が問題となる，という 3 つの側面
から理解できる。特に③については，上記の最低
賃金委員会報告書で直接的・間接的な影響として
説明していたように，賃金水準と社会保障制度は
様々に影響し合う。直接的ないし短期的には，賃
金水準は失業手当Ⅱ受給の増減に影響することに
加え，ミニジョブ適用者の増減という形で社会保
険の適用者数，ひいては保険料収入にも影響す
る。間接的ないし長期的には，高齢期の所得保障
との関係が指摘される。ドイツの年金制度は，所
得比例で保険料を納め，現役時代の所得に応じた
年金受給額を得る仕組みであるため，低賃金や不
安定な就労の場合には，年金受給額が生活に必要
な額に届かなくなる可能性がある。これは，本人
の年金受給権の不十分さの問題だけでなく，将来
的に年金額が低いために社会扶助（老齢・障害等
基礎保障）を受ける場合が増加すれば，それだけ
財政負担が増すことになり，将来世代に負担を先
送りすることとなる 88）。

こうした認識を経て法定最低賃金制度が導入さ

れたが，世帯における子どもなど非就労者の割合
が多い場合は，最低賃金の引上げのみで生計に必
要な収入を確保して失業手当Ⅱの受給から脱する
ことは難しく，ここに最低賃金制度の限界が認め
られる。また，将来の年金額についても，2015
年時点の数値で計算すると，老後に社会扶助と同
等の額を年金として得るためには，45 年間中断
なしに週 40 時間労働を行う場合で，時給 9.4 ユー
ロが必要となり，最低賃金額よりも高い額が必要
であるとの指摘もされている 89）。

なお，以上の動向はイギリスとドイツで共通す
る面も多いが，イギリスでは財政赤字への対応を
前面に出しながら最低賃金の引上げと社会保障給
付の削減をセットで進めている一方，ドイツはこ
の点異なることを指摘しておきたい。ドイツの失
業手当Ⅱの支給は基本法に基づく生存のための最
低限の保障とされており 90），失業手当Ⅱと最低
賃金の関係は，前者を意図的に削減して後者の役
割を増大させるのではなく，最低賃金の引上げが
結果として部分的ながら失業手当Ⅱの上乗せ受給
者を減らしているという形に表れている。法定
最低賃金の導入に際して 2013 年の連立協定は，

「Gute Arbeit（良質の労働）」は生活を保障するも
のでなければならない，として法定最低賃金の導
入を論じている 91）。失業手当Ⅱが最低限度の生
活の保障の役割を担いつつ，最低賃金制度もまた
生活を保障する役割を担うものとして創設され，
両者が併存しながら，現実の労働市場を通じて影
響し合っていることが，ドイツの近年の動向から
は確認できる。

Ⅳ　イギリス・ドイツとの比較からの 
日本に関する考察

1　日本の特徴

これまで見てきたイギリス・ドイツと日本で
は，低賃金労働や非正規雇用の広がりに問題意識
が持たれ，一定の対応が行われてきた点は共通す
るが，①低賃金労働の拡大・固定化への影響が指
摘される制度の成り立ちと，②問題への対応の際
の政策的議論の射程，の 2 つの観点から違いを指
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摘できる。
まず①について，イギリスとドイツでは，失業

への対応の必要性から就労促進のためにとられた
社会保障法・労働法にまたがる改革が，現在で
は，低賃金労働の拡大・固定化につながる結果を
もたらしうると認識されるに至っている。これに
対し，日本で低賃金労働や非正規雇用に関わる制
度的課題として指摘されてきたもの（社会保険の
適用除外，最低賃金の水準等）は，就労促進のため
にそうなっていたのではなく，上述のように関連
する制度が特定の雇用や家族のあり方を前提にし
てきたため 92），非正規雇用等の不安定な就労の
場合の生計の保障について，十分な制度的対応が
なされてこなかった結果といえよう。イギリス・
ドイツでは，低賃金を補う給付制度の存在が低賃
金労働へのインセンティブとして働く点が指摘さ
れたが，日本では同様の制度が存在しないため，
所得保障制度がそのように機能する前提にない。

②の政策的議論の射程については，イギリスと
ドイツでは，失業への対応が前面に出ていた時期
は，「福祉から就労へ」や「自助努力を呼び起こ
し，かつ保障を約束する」というスローガンを
掲げて分野横断的な改革を行い，その副作用が認
識された後には，社会保障制度と労働条件の関係
を意識しながら新たな対応を行っている。日本
でも，特に 2008 年のリーマン・ショック前後か
ら，最低賃金の引上げ，社会保険の適用拡大，雇
用保険の失業給付と生活保護の間の「第二のセー
フティネット」の創設（生活困窮者自立支援制度，
求職者支援制度）など，一定の制度的対応が行わ
れており，特に 2007 年最低賃金法改正では，生
活保護制度との関係を意識した対応が行われてい 
る 93）。しかし，第二のセーフティネットが雇用
側と福祉側それぞれに創設されたことに象徴され
るように，全体としてはなお，社会保障政策と労
働政策は一体として検討されるよりも分断されて
検討されているように思われる。

こうして，イギリスとドイツでは従来から分野
横断的な制度改革が行われており，低賃金労働へ
の対応にも社会保障制度と労働規制の双方にわた
る経験があるからこそ，その相互影響の認識を踏
まえた制度設計が行われるに至るが，日本ではそ

うした動向はあまり見られない。全体的な方向性
の共通認識が持たれないために，生計の保障に関
わる各種の制度改革は漸進的なものに留まり，特
定の雇用や家族のあり方を前提とした枠組みから
抜け出し切れていない点が，日本の特徴と課題と
して指摘できる。

2　社会保障制度と労働条件規制の横断的な検討の
視点

（1）責任主体の相違
社会保障法と労働法を横断的に検討する際，ま

ず両法の責任主体の相違について考慮する必要が
ある。社会保障制度のうち特に所得保障は基本的
に行政が実施する一方で，労働法は労使の契約関
係の中での使用者に対する規制であり，責任主体
が異なる。しかし，社会保障制度について，具体
的にどう制度を構築するか，特に所得保障であれ
ばどこから財源を調達するかも踏まえると，行政
と受給者の関係にとどまらず，社会のどの構成員
がどのような責任を負うかという形での議論が必
要となる。また，労働法も，労働条件の水準は社
会保障制度の安定性含め社会全体へ影響すること
を踏まえれば，個別の契約関係の中での使用者の
労働者に対する責任のみでなく，社会の構成員と
しての使用者がどのような責任を負うかという点
も含めた議論が必要となる。こうしてみると，生
計の保障に関するシステムとして，社会のどの構
成員がどういった責任を負い権利を有するか，ま
た，公的給付として行政を通じて費用を集め分配
する方法と，労働契約における当事者間の関係を
規律する方法のいずれが適切か，という形で，横
断的に検討することは可能といえる。

（2）対象者像の相違
社会保障法と労働法の関係についてより実質的

な観点としては，両法の対象者像の相違を考慮す
る必要がある。近年では雇用環境等の変化を受
けて両法の対象者像の接近が指摘されており 94），
今後，人口減少下で女性や高齢者，障害者の就労
が進展すれば，両法が交錯する場面はさらに広が
ることが予想される。近年では両法の分野で就労
支援の取組が進められているが，雇用側と福祉側
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でそれぞれに創設された第二のセーフティネット
の対象者像について，求職者支援制度の方が個別
的支援の必要度が少ない対象者を想定していると
指摘される 95）ように，基本的な立ち位置として
は，社会保障法が，より就労に困難を伴う層を対
象者像に含む形で，両法にはまだ実質的な棲み分
けが存在するように見える。そうした層に対する
就労機会提供のための施策として，労働条件規制
がかからない形で就労を行う制度はいくつか存在
するが 96），雇用によらない就労機会を提供する
制度は，一時的なものであればともかく恒常的な
利用が想定される場合には，生計の保障の観点か
らは何らかの所得保障制度を必要とすると考える
べきであろう。社会参加ないし経済的な意味に限
らない自立の観点からは，こうした就労機会の提
供の取組は肯定的に捉えられるが，今後，就労者
像が多様化し，かつ，コンピューター技術により
雇用の多くが代替される可能性も指摘されるよう
に 97）雇用に求められる能力が高度化していくこ
とも予想される中，仮に雇用における一般就労が
直ちには難しいケースが増えるとすると，それに
対して生計の保障の観点からどのような施策を講
じるか，具体的には，所得保障制度を充実させる
のか労働市場のあり方に変化を求めるのかが問題
となる。ここで，社会保障法と労働法の対象者像
の棲み分けを乗り越えた検討が求められる。

3　今後の政策の方向性 

（1）生計の保障に関する政策の軸足
─所得保障給付か労働条件規制か

この分野について日本では，これまで企業が生
活給の形で提供してきた，生計を保障する水準の
賃金や，家族扶養や住宅といった生活上の特別な
負担への対応を，どう保障するかという議論と
なる。これまでの議論では，生活上の特別な負担
への対応は社会保障給付が行うべきと指摘される
ことが多い一方 98），賃金水準そのものの問題は，
公的な給付で補う必要性を指摘するものと，これ
に反対するものが存在する 99）。本稿の立場から
は，賃金水準が低いことへの対応は公的な給付で
なく賃金水準を引き上げる努力によるべきである
一方，家族扶養のニーズは社会保障給付によって

対応すべきであると考える。
イギリス・ドイツで認識された社会保障制度と

労働条件・就労行動の相互関係から考えると，低
賃金を公的な給付で補完する方式は低賃金労働に
対するインセンティブとなり得るが，低賃金労
働が広がるとそれを補う給付も膨大になり，その
給付制度自体の持続可能性が問題となる。膨大な
給付に見合った財源が確保できればこの点は解消
されるが，低賃金労働が拡大・固定化する状況下
で，誰がその財源の拠出を担うかは，難しい問題
となるように思われる。また，低賃金労働は，現
在及び将来の社会保障制度の安定性や本人の受給
権に影響を及ぼす。これらの点を踏まえれば，低
賃金・低収入であるために生活が困難という状況
に対しては，就労の場を確保し，そこでの賃金水
準を引き上げていく形での対応が，求められると
いえる。こうした方向での対応は，制度の持続性
確保だけでなく，就労とその対価の価値を重視す
るという点で，社会保障法学や労働法学におけ
る，憲法 13 条に依拠し個人の自律支援を社会保
障の目的として捉える議論 100）や，就労の経済的・
人格的・社会的価値の側面に着目して就労価値を
法的に保障する議論 101）とも，整合的であると考
える 102）。

現在の最低賃金法は，「労働者が健康で文化的
な最低限度の生活を営むことができるよう，生活
保護に係る施策との整合性に配慮する」と規定し
ているが 103），今後，生計の保障の政策の軸足を
就労収入に置くのであれば，フルタイムで働け
ば，少なくとも本人分の生計について，生活保護
との整合性を超えて，一定の生活水準を保障でき
るレベルを目指していくことが求められると考え
る。

このように賃金水準をはじめとした労働条件を
引き上げていく形での対応を進める場合，使用者
から見て，労働者の就労の成果が，支払わなけれ
ばならない対価に見合わないとされ，就労機会
を失うことにならないかという点が重要な懸念と
なる。労働者の採用については，基本的に使用者
の契約締結の自由が認められているが 104），一定
の労働者の雇入れに関する法的枠組みの一つとし
て，障害者の雇用の促進等に関する法律による障
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害者雇用率制度が挙げられる。ここでは，こうし
た手法を他の対象者に広げるべきということでは
なく，その理念に注目したい。同法は，「事業主
は，対象障害者の雇用に関し，社会連帯の理念に
基づき，適当な雇用の場を与える共同の責務を有
する」としている 105）。ここで，通常社会保障法
制で用いられる社会連帯の理念が登場することに
ついて，「社会保障の観点からすれば，雇い入れ
拒否による所得の喪失を所与の前提として保障給
付をするよりは，本人の労働の意思と能力をでき
る限り活かすことが生存権保障の本旨に合致す
る」との理解の上で，社会保障の法理が労働関係
に投影された結果とみる指摘がある 106）。就労者
像の多様化が進展する現在では，こうした方向性
は，特定の対象者に限らない一般的な妥当性を持
つものではないだろうか。社会保障制度による保
障と労働契約関係を通じての保障では責任主体が
異なるが，上述のように，いずれにしても，社会
のどの構成員がどういった責任を負うかという問
題に帰着する。

生計の保障に関するイギリス・ドイツでの政策
の変遷について，特にイギリスの動きに関し，生
計の保障のコストを使用者へ転嫁し，財政負担を
削減しようとするものとの指摘があることを上に
述べた。しかし，財政負担も元をたどれば使用者
や消費者を含めた個々の社会の構成員の負担であ
る。そして，労働条件への介入についても，多様
な事情を抱える人々に就労の場を確保し，そこで
の対価を本人の生計を支えることができる水準と
していく方向性は，現実の社会経済の中では，使
用者へ義務を課すのみでは実現は難しい。雇入れ
や労働条件の水準は労働市場のみで決定されるも
のではなく，事業遂行上の商品・サービス等の取
引のあり方に強い影響を受けるため，一般市場で
の取引においても，就労の場の確保と労働条件の
水準向上を，尊重すべき規範としていくことが求
められる。ではこれをどう実現するか。労働条件
等に関わる法律上の強行規定によりこうした規範
を設定することは，コンプライアンスの要請を通
じて一般市場も変えて行く力を持つ。しかし，持
続的な方向性を考えるならば，消費者を含めた事
業活動の全ての関係者の取引行動が，自然とこう

した規範意識のもとに行われるようにしていくこ
とが重要となる。制度的な対応としては，労働条
件に関する制度に限らず，事業活動や，企業行動
を左右するという点で金融市場等に関する制度の
あり方も視野に入れて，検討していくことが必要
となると考えられる。

（2）家族の扶養・ケアのニーズへの対応
賃金の引上げにより生計の保障を行おうと

すると，世帯の中で就労可能な者の割合が多
いほど有利に，少ないほど不利になるという
点が，イギリス・ドイツでの近年の動向から
示唆される。この点，賃金体系に家族扶養の
ニーズも組み込む生活給の普及を目指すこと
もありうるが，現実の企業の逆方向の動きを踏
まえればそうした方向性は現実的ではないよう
に思えるし，また，過去に日本で成立していた
生活給のあり方が正社員としての拘束度の高い
働き方（残業，転勤など）を伴い，そこから排
除され低水準の賃金に留まる非正規雇用の労働
者の存在もあって初めて日本型雇用システムが
成立していたという指摘があることを踏まえれ 
ば 107），政策的にそれを目指すことが望ましいと
も思えない。家族の扶養やケアを行うための収
入・費用負担の保障は，社会保障制度による対応
が適切であると考える。

保育や介護等のサービス提供は，本稿の観点か
らは，就労収入を得ることに対する支援としても
捉えることができ，利用の保障を制度面（費用負
担や対象者の範囲等）と実態面（サービス提供の人
材確保や施設整備等）の両面から行っていくこと
が重要である。ここで，制度上の保障を，現物給
付か，利用に係る費用の現金給付とするかは，生
計の保障の観点のみからはどちらでも取りうる
が，各制度が持つ多面的な機能や目的，費用に係
る制度設計がサービス提供体制に与える影響等を
踏まえ，各制度の枠組みを踏まえて検討すべきも
のと考える 108）。また，家族扶養という点では上
記サービス利用にかかわらない一般的な生活費の
負担も生じるが，この点は児童手当等の現金給付
での対応が求められる 109）。加えて，育児・介護
等の事情により就労が困難である場合の所得保障
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も重要となるが，現行制度では雇用保険制度の
中で被用者のみ対象である点は，被用者以外につ
いては財源や休業の実態把握等様々な難しさがあ
るものの，就労形態が多様化する中，どのような
対応が可能か，今後検討が必要になると思われ 
る 110）。

なお，住宅に関する費用については，家族扶養
と同じように捉えることも可能かもしれないが，
所得が一定以下の場合に現物でなく現金で一般的
に支給する制度とした場合，住宅向けに限らない
一般的な賃金補塡的な給付と現実の機能において
どのような差異があるのか，こうした制度を実施
している他国の実情も踏まえながら，慎重に検討
する必要があるように思われる。

（3）既存の所得保障制度との関係
イギリスでは，社会保障給付の削減と最低賃金

の引上げをセットで進めていることが確認された
が，これについて日本との比較で留意すべきは，
イギリスでは低賃金・低収入を補う在職給付が以
前から存在する一方，日本ではそうした給付が存
在しない点である。日本とイギリスでは制度体系
が異なるため一概には比較しにくいが，日本の生
活保護制度や児童扶養手当制度とイギリスにおけ
る在職給付は，カバーする範囲や受給のしやすさ
が異なるといえよう。こうした状況で，今後生計
の保障に関して就労に軸足を置くとしても，現行
の所得保障制度の給付削減を伴うべきとは考えら
れない。また，個別の場面での，イギリスで見ら
れたような所得保障給付から就労収入への移行の
要求についても，日本とイギリスでは既存制度の
前提が異なり，同様に考えるべきものではないだ
ろう。

一方ドイツでは，最低賃金制度が，結果として
現在及び将来の所得保障制度に影響することが認
識されていた。この点は，日本の所得保障制度の
あり方を踏まえても同様であるといえ，特に，現
在の賃金水準が低く止まることで将来的に年金受
給額が生活保護の水準に届かないケースが増えれ
ば，税財源である生活保護制度からの差額の支給
が増え，将来世代がその税負担を負う形につなが
ることは，日本でも共通する課題といえよう。

Ⅴ　お わ り に

本稿では，イギリスとドイツの近年の法政策の
変遷を，社会保障制度と労働条件・就労行動の相
互影響の認識の下に，生計の保障に関わる政策の
軸足が公的な給付から労働規制に移りつつあるも
のとして整理した。こうした動きと日本の近年の
動向を比較して，各分野横断的な検討の必要性を
確認し，また，就労に軸足を置いた生計の保障に
関する法政策のあり方を検討した。そこでは，家
族扶養ニーズへの対応や各種サービス提供など社
会保障制度のサポートを前提としつつ，労働市場
において，多様な事情を抱える人の就労の場を確
保し，そこでの対価を本人の生計を支えることが
できる水準としていく必要性が認識された。この
ためには，労働市場に限らず，種々の取引が行わ
れる一般市場のあり方の変革を伴うことを必要と
するが，このための方策については，本稿中で具
体的なあり方を示すに至らなかった。今後の課題
としたい。

＊本稿で述べた見解は筆者個人のものであり，現在所属し又は
過去に所属した組織としてのものではありません。貴重なコ
メントをいただいた 2 名のレフェリー，編集委員会の先生方
と，研究過程でご指導いただいた金沢大学大学院人間社会環
境研究科の先生方に，深く御礼申し上げます。なお，本稿に
おける誤りは全て筆者の責に帰されるものです。

 1）本稿で扱う分野は「生活保障」という言葉で議論が行われ
ることが多いが，「生活」は金銭的な収入の保障にとどまら
ない幅広い要素が含まれ得るのに対し，本稿は，金銭的な収
入の保障（公的給付と就労収入の双方を含む）に焦点を当て
て論じるため，引用する文献等で「生活」という文言が使わ
れている場合はそれに従うが，それ以外では「生計」の保障
という文言を使用する。なお，既存の文献では，宮本太郎『生
活保障』（岩波書店，2009 年）ⅳ頁は，「生活保障」を「雇
用と社会保障をむすびつける言葉」として定義し，また，島
田陽一「これからの生活保障と労働法学の課題─生活保障
法の提唱」根本到ほか編『労働法と現代法の理論（西谷敏先
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